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はじめに 
  

人口減少下で持続的な成長を達成していくためには、イノベーショ

ンの創出が必要不可欠である。その中核となる革新的な技術を創造し、

その事業化により社会に還元していくためには、知的財産の創造・保

護・活用からなるいわゆる「知的創造サイクル」を加速していくこと

が大きな課題であり、これがわが国の国際競争力の命運を握っている

と言っても過言ではない。 

 

第３期科学技術基本計画においても、わが国の科学技術の振興、国

際競争力の強化に向けて、大学等における知的財産体制の整備、基本

特許の取得・活用、知的財産による地域の振興など、知的財産に関す

る施策の推進を掲げており、大学等にはイノベーション創出の原動力

としての期待が高まっている。 

 

大学等は、民間では扱いにくい基盤となる技術が創出される「知」

の拠点であり、そこからは長期的に価値を生じる基本特許等が生み出

される。イノベーションの創出のためには、こうした優れた知的財産

を、権利取得にとどまらず、企業との連携等により実用化し活用して

いくことが不可欠であり、また、その際には国内のみならず国際的な

視点に立った知的財産戦略の展開を図る必要がある。 

 

大学では、これまでの取組みにより、知的財産に関する体制やルー

ル策定などの基盤整備が進み、共同研究や受託研究が増加し、大学か

らの特許出願件数やライセンス件数も増加した。しかし、国際的な産

学官連携や基本特許の国際的な権利取得など、知的財産の活用や国際

展開等に関しより戦略性が求められる状況にあり、また、ライフサイ

エンス等分野の特性に配慮した知的財産戦略など、多くの課題が残さ

れている。 

 

このため、総合科学技術会議では、知的財産戦略専門調査会におい

て、大学等の知的財産活動の推進を中心的な課題として、本年２月か



 
 

 

 3 
 

ら計５回にわたり集中的な検討を行った。また、同専門調査会の下で

昨年９月から「ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活用

等に関する検討プロジェクトチーム」を開催し、この分野での知的財

産の保護・活用等に関する課題についても検討を行った。 

 

こうした検討の結果を踏まえて、総合科学技術会議は、下記Ⅰ～Ⅲ

に掲げる事項に関する具体的施策を提言する。 

 

Ⅰ．知的財産を活用したイノベーションの創出 

Ⅱ．大学等の知的財産体制や実務の充実 

Ⅲ．ライフサイエンス分野における知的財産の保護・活用 

 

なお、これまでの取組みを俯瞰すると、知的財産の創造・保護に比

べ、イノベーションにつなぐための知的財産の活用に関する取組みは

まだまだ弱いのが現状である。研究成果の社会還元という大学の使命

を踏まえつつ、大学の知的財産の活用や、将来的に大学が自立的・効

率的に知的財産活動に取り組んでいくという視点から見た場合の諸

課題についても今後検討を進める必要がある。 

 

また、今回の提言では、大学等の知的財産活動の推進を中心的課題

として検討を行ったが、今後、科学技術外交の推進に伴い、これらに

対応した国際的な知的財産戦略が重要な課題となることを付言する。 

 

総合科学技術会議としては、今回の提言が知的財産戦略本部により

策定される知的財産推進計画２００７に反映されることを期待する

とともに、関係府省が提言の実現に向けて一丸となって取り組むこと

を要請する。 
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Ⅰ．知的財産を活用したイノベーションの創出 
 

 

（基本認識） 

大学等による研究成果には、将来的に基本特許につながる可能性が

ある発明が含まれており、こうした研究成果を社会において事業化し

イノベーションにつなげていくためには、知的財産戦略が重要な役割

を担っている。 

また、イノベーションの創出のためには、国内にとどまらず、国際

的な視点に立った知的財産戦略を展開することが重要である。国際的

な産学官連携体制や特許制度の調和など、国際的な知的財産活動を支

える基盤作りを進めるとともに、今後一層重要性を増す国際標準化活

動についても、官民一体となった国際標準の獲得やそのための人材育

成等を進めていく必要がある。 

知的財産は保護するだけでなく活用されてこそ価値がある。大学等

では特許出願件数は増加したが、今後はその活用が大きな課題である。

紛争対応も含め、知的財産を国内外で実用化し活用するには、企業と

の連携等を進めるとともに、活用までを念頭に置いた知的財産マネジ

メント等が求められる。また、イノベーションの創出過程は個々の技

術や分野等により多様であり、今後は、成功事例につながるより戦略

的な知的財産の管理･活用を促していくとともに、分野の特性に配慮

した知的財産戦略を進める必要がある。 

こうした知的財産活動を進めるには、研究段階での先行特許調査、

出願段階での発明評価や海外出願の選択、権利段階でのライセンス戦

略など、様々な段階での専門的な判断が不可欠であり、大学等の自主

的な取組みに対する必要な費用面での支援や、知的財産人材の育成、

研究者等が利用しやすい特許情報の提供等を一層進める必要がある。 

こうした認識に基づき、知的財産を活用したイノベーションの創出

につなげるため、以下の施策を講ずることとする。 
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1．優れた知的財産の創出を促進する 

 

①平成１９年度から関係府省の協力を得て、科学技術基本計画で定め

た重点推進分野等、知的財産に関し固有の配慮が必要な分野を対象

に、知的財産の権利者、利用者等関係者の状況を踏まえ、知的財産

の創造・保護・活用に関する現状や課題及びその対応策等を整理し

た分野別の知的財産戦略を策定する。（知的財産戦略本部、総合科

学技術会議、関係府省） 

 

②平成１９年度から、事業化を目指した競争的資金による研究開発等

において、基本特許の国際的な取得等に必要な費用をあらかじめ確

保することを促すとともに、競争的資金の審査において知的財産戦

略や国際標準化戦略を考慮することを制度の趣旨に照らして検討す

ることなどにより、知的財産の戦略的取得･活用を促進する。（文部

科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省） 

 

③平成１９年度から、各種研究開発事業等により生み出された大学等

の優れた研究成果について、知的財産等に関する専門能力を活用し

た応用・発展性に係る評価分析の支援等を行うことにより、切れ目

なく研究開発を発展させ実用化につなぐ仕組みの構築を推進する。

（文部科学省、関係府省） 

 

④平成１９年度中に、研究開発の成果である知的財産が、社会・市場

においてどのように貢献しているかを計測するための手法や指標に

ついて調査研究を行い、公的研究機関における知的財産の適正な評

価の普及を促す。（経済産業省、関係府省） 

 

⑤大学等の基礎研究で生み出される優れた知的財産をイノベーショ

ンに効果的につなげていくため、平成１９年度も、産学官が戦略的・

組織的な連携により研究課題の設定段階から対話を行い、長期的な

視点に立って基礎から応用までを見通した共同研究等を推進する。

（文部科学省） 
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⑥事業ニーズの視点を科学まで遡らせ、異分野融合を図る研究を進め

ることにより、優れた技術シーズの実用化・事業化が効果的に実現

されるよう、平成１９年度から、大学と企業の双方向から見て波及

効果が大きい研究開発や異分野の融合を図る研究開発を選定し、産

学協同の研究開発を支援する。（経済産業省） 

 

⑦農林水産省知的財産戦略（平成１８年３月策定）に基づき、平成１

９年度から、戦略的な遺伝子特許の取得による和牛の効果的な育種

改良やゲノム科学の新品種育成への応用等により、知的財産を活用

した研究開発を推進する。（農林水産省） 

 

 

2．知的財産を事業に活用する 

 

①平成１９年通常国会において改正された産業活力再生特別措置法

に基づき、平成１９年度から「技術活用事業革新計画」の策定を促

進し、他の事業者や大学の技術、ノウハウ、知的財産の活用により

事業を革新し生産性向上を図る事業者を支援する。（経済産業省） 

 

②平成１９年度から、協力可能な国の公的研究機関や民間企業等に広

く呼びかけ、これらが所有する知的財産を事業化に必要な群として

構成し、民間企業のニーズや戦略とのマッチングが図られるよう、

産学官の交流の場を設ける。（農林水産省、経済産業省、関係府省） 

 

③平成１９年度から、知的資産経営の一環として、戦略的な知的財産

の創出、権利化、事業化、ライセンス、国際標準化等の知的財産マ

ネジメントが行われるよう、大学･民間企業等の研究者等や民間企業

に対してそれぞれ必要な支援を行う。（経済産業省） 

 

④国の委託研究により得られた特許権等に関する日本版バイ・ドール

規定の適用や活用状況を平成１９年度以降調査し、特許権等の活用
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を促進する。また、平成１９年通常国会において改正された産業技

術力強化法により、対象がソフトウェア開発の請負にも拡大したこ

とを踏まえ、国からのソフトウェア開発の請負により得られた特許

権・プログラム著作権等に関する日本版バイ･ドール規定について普

及を促進する。（経済産業省） 

 

⑤平成１９年度も引き続き、産学のマッチングによる実用化研究や実

証試験等に対する支援等、成長力のある大学発ベンチャーの育成に

資する事業を推進する。また、大学発ベンチャー支援者のネットワ

ークの強化を図る。（文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

⑥イノベーションの主要な担い手として期待されている大学発ベン

チャーやベンチャー企業の持続的発展に向け、平成１９年度中に、

技術面や人材面、販路面、資金面の現状や課題を把握し、リスクの

高い又は独創的な研究開発への支援、人材の育成や専門家等の派遣、

製品の信頼性評価等について検討し、必要に応じ支援策を講じる。

（文部科学省、経済産業省） 

 

 

3．特許情報を活用する 

 

①平成１９年３月から運用を開始した特許・論文情報統合検索システ

ムについて、平成１９年度以降、その運用状況や研究者のニーズ等

を把握し、利便性の向上等のための開発を行う等、必要な措置を講

ずる。（文部科学省、経済産業省） 

 

②大学等の研究現場での特許情報の利用を促進するため、大学等での

使用や機能向上が容易にできるよう工夫された特許情報検索ソフト

とその活用手引きを、平成１９年度に、工業所有権情報・研修館か

ら大学等に無料で広く提供する。また、当該検索ソフトを研究者が

機能向上したものを相互に公表する場を設け、改善された検索ソフ

トの広範な利用を促進する。（経済産業省） 
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③平成１９年度以降、現在大学等に限って提供されている特許情報の

固定ＵＲＬサービス（注１）について、要求されるシステム性能等に関

する実証調査を行った後に、その提供範囲を一般にも順次拡大する。

（経済産業省） 

 

④科学技術基本計画で定めた重点推進４分野及び推進４分野を中心

にテーマを定め作成される特許出願技術動向調査について、平成１

９年度中に、これまでの調査の利用の状況や課題等を把握し、大学

等における利用を促進するために必要な方策を講ずる。（経済産業

省） 

 

⑤研究テーマの選定等、研究で使用するための使いやすいパテントマ

ップ（注２）作成のためのソフトを平成１９年度中に開発し、大学等に

提供する。また、パテントマップを使えるように開発したｅ－ラー

ニングソフトを普及する。（経済産業省、関係府省） 

 

 

4．国際的な取組を強化する 

 

①平成１８年１２月に策定された「国際標準総合戦略」を、平成１９

年度も産学官を挙げて確実に実行する。その中で、ＩＳＯ、ＩＴＵ

等のデジュール標準化活動（注３）の強化を図るとともに、フォーラム

やデファクト標準（注４）を含む多様な国際標準化スキームの戦略的活

用、研究開発・知的財産戦略と一体的な標準化の取組みを促進する。

また、産業界による国際標準化活動に関するアクション・プランの

策定を促す。（総務省、経済産業省、関係府省） 

 

②平成１９年度から、研修や大学での教育を通じた標準化人材の育成

を強化する。また、国際標準化活動における国の表彰制度や民間の

経験者が活躍できる環境の整備など、産業界や各企業等の標準化に

係る人材の確保･育成を促す仕組みを強化するとともに、産業界や
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大学・学会、公的研究機関に対して、国際標準化に取り組む人材を

適切に評価・処遇するよう促す。（総務省、経済産業省、関係府省） 

  

③国際的な産学官の知的財産活動が円滑に行われるよう、平成１９年

度から、海外大学等の知的財産や産学官連携に関する情報交換を行

うネットワーク作りを促すとともに、そこで得られた情報の利用･

普及を図る。（文部科学省、関係府省） 

 

④インターネットを介した国際間での研究活動において、発明者や発

明地の特定など権利の取扱い等に関し問題となる事例について、平

成１９年度に調査を行い、必要に応じ措置を講じる。（経済産業省） 

 

 

（注１） 固定ＵＲＬサービス 

特許電子図書館の公報データに直接アクセスできる公報固定アドレスサービス 

（注２） パテントマップ 

特許情報を特定の利用目的に応じて収集・整理・分析・加工し、図面、グラフ、

表などで表現したもの 

（注３） デジュール標準 

公的標準。公的で明文化され公開された手続きによって作成された標準。 

（注４） フォーラム標準 

関心のある企業等が集まってフォーラムを結成して作成した標準。 

デファクト標準 

事実上の標準。個別企業等の標準が、市場の取捨選択･淘汰によって市場で支配

的となったもの。  
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Ⅱ．大学等の知的財産体制や実務の充実 
 

 

（基本認識） 

大学は、民間では扱いにくいが長期的に価値を生じる基本特許等を

生み出す「知」の創出拠点であり、優れた知的財産を創出し、より効

率的･効果的に社会に還元していくことが大学等の知的財産活動にお

ける最も重要な課題である。 

平成１５年度からの大学知的財産本部整備事業により、大学では、

機関一元管理の体制や知的財産ルールの策定など知的財産に関する

整備が進み、知的財産本部は産学官連携を支える組織として重要な役

割を担いつつある。また、一部の大学では、知的財産の権利化やライ

センスのみならず、共同研究や事業化支援、人材育成、技術指導等、

多面的な産学官連携活動を行う体制へと移行する動きも見られる。 

今後は、こうした大学の役割や動向を踏まえつつ、知的財産活動が

失速することなく知的財産戦略が十全に展開されるよう、その主体的

かつ多様な取組みを引き続き支援していく必要がある。同様に、大学

と技術移転機関（ＴＬＯ）の一体化や連携強化も進みつつあり、こう

した動きも併せて促していくことが必要である。 

その際には、大学等の規模、研究分野、地域等の多様な特性等を踏

まえ、国内のみならず国際的な産学官連携に対応するため、１）モデ

ルとなる大学において国際競争力のある知的財産の創出等を図るた

めの産学官連携体制の整備、２）知的財産体制が脆弱な大学等の知的

財産活動を支えるための大学間の連携や大学とＴＬＯの連携等の多

様な取組みを促進する。 

また、大学等には特許以外にもソフトウェア、有体物等の知的財産

管理・活用や大学発ベンチャーの育成など様々な課題が残されており、

これら課題に対応した大学実務の充実等にも引き続き取り組む。 

こうした認識に基づき、大学等の知的財産体制や実務の充実を図る

ため、以下の施策を講ずることとする。 
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1．大学等の体制整備を促進する 

 

①大学知的財産本部による国際的な基本特許の権利取得、技術移転、

共同研究契約、事業化支援、知的財産人材の育成等の広範な活動を

促進し、国際水準に見合う産学官連携体制を整備し知的財産戦略が

十全に展開されるよう、平成２０年度以降も引き続き、知的財産の

創出･管理･活用を戦略的、組織的に進める大学の主体的かつ多様な

取組みを支援する。（文部科学省） 

 

②大学知的財産本部とＴＬＯについては、その関係の多様性に配慮し、

平成１９年度から、既存の組織にとらわれることなく、連携強化や

一体化を促進する等、産学官連携機能や技術移転機能が最適に発揮

できるよう、個々の事情に応じ体制の再構築を促進する。また、知

的財産体制が脆弱な大学等や知的クラスターの国内及び国際的な

産学官連携活動や地域企業の産学官連携活動を支えるための、大学

と地域の連携、国公私立大学間の連携、民間企業との連携、先進的

な大学等の取組みの普及等の多様な取組みを促進する。（文部科学

省、経済産業省） 

  

③上記②に示す大学等やＴＬＯの自主的な取組みを促進するため、

参考となる事例に関する情報を収集し広く周知する。（文部科学

省、経済産業省、関係府省） 
 

 

2．大学等の知的財産活動を支援する 

 

①基本特許の国際的な権利取得を効率的、効果的に進めるため、科学

技術振興機構（ＪＳＴ）が大学やＴＬＯの海外特許出願経費を支援

するにあたっては、平成１９年度から、ＪＳＴによる調査に加え、

申請する大学等による事前調査や公的費用の一部自己負担を求め、

より特許の質を重視した重点的支援を行う。その上で、平成２０年
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度にこれら権利取得のための支援を充実する。（文部科学省） 

 

②科学技術振興機構（ＪＳＴ）に設置した紛争解決相談窓口が、知的

財産権の紛争が生じた大学等に対し行う支援の内容（事態を明確化

するために必要な調査や弁護士や弁理士等の専門家への相談支援

等）を、平成１９年度に大学等に広く周知する。（文部科学省） 

 

③地域の大学等の知的財産活動や地域企業との産学官連携を促進す

るため、平成１９年度から、先進的な大学の取組みを全国の大学に

普及するとともに、地域の知の拠点再生を担当するコーディネータ

ーや知的財産アドバイザーなど、地域に配属された専門家の情報公

開を進め、これらが連携して地域の大学等の活動を行うことを支援

する。（文部科学省、経済産業省） 

 

 

3．大学等の知的財産実務を円滑化する 

 

①大学と海外企業との間での国際的な共同研究契約等において生じ

る紛争を防止するため、契約の際の留意事項に関する調査結果に基

づき、大学が国際的な共同研究契約を結ぶ際に活用できるよう、平

成１９年度中に、研修等を通じて普及を図る。（文部科学省） 

 

②平成１９年度も引き続き、大学等に対し、国際的共同研究等を行う

際に留意すべき各種規制（外為法等）について周知するとともに、

輸出管理に関しては、大学等の研究者向けのパンフレットの作成･

配布や説明会の開催、相談窓口での対応等により、研究者等の意識

向上を図る。（文部科学省、経済産業省） 

 

③平成１９年度から、大学等における輸出管理体制の整備や管理の促

進のために必要な課題や方策について調査研究を行うとともに、大

学関係者の協力を得つつ、大学等を対象とした輸出管理に関するガ

イドラインを作成し、周知する。（文部科学省、経済産業省） 
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④共同研究等にポストドクターや院生・学生が参加した場合の知的財

産権の帰属や守秘義務等について、大学等がルールを整備するうえ

で参考となる事例や留意点等を整理した基本的考え方を平成１９

年度中にとりまとめ、周知する。（文部科学省） 

 

⑤平成１９年度中に、大学技術移転協議会等の協力を得て、大学等の

知的財産活動において懸案となっている事例（共同出願契約、有体

物の提供契約等）とその解決の方策を検討し情報交換する場を提供

するとともに、国として取り組む事項がある場合は必要な措置を講

ずる。（文部科学省、経済産業省） 

 

 

4．ソフトウェア等の活用を促進する 

 

①大学の知的財産である最先端ソフトウェアの開発･流通･活用は、産

業競争力強化のための重要な課題であり、平成１９年度中に、産学

が連携してソフトウェアの技術移転や実用化を図る仕組みや人材

育成等の課題を検討し、大学発のソフトウェアの産業界での活用を

促進する。（文部科学省、経済産業省） 

 

②特許だけでなく、ソフトウェア等を含め知的財産全般についての大

学研究者等の認識向上を図るため、これら知的財産の管理や活用に

ついての先進的な事例や研究者等が留意すべき事項を平成１９年

度中に収集し、広く提供する。（文部科学省） 

 

③大学等において開発されたソフトウェアやデータベース等の適切

な権利保護や流通を行うため、管理の現状や課題、規則等の整備状

況や運用実態について、平成１９年度中に調査を行い、その結果に

基づき、これらの取扱いに関する学内ルールの策定や円滑な管理を

促進する。（文部科学省） 
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5．知的財産人材を育成する 

 

①国際的な産学官連携などの大学の戦略的な知的財産活動を強化す

るため、平成１９年度以降も、大学等において、科学技術に詳しく、

海外での訴訟や契約に精通し、経営に明るく、国際的に通用する知

的財産専門人材の育成・確保を支援する。（文部科学省、関係府省） 

 

②大学や大学院における知的財産に関する授業の様々な形態別の実

施状況や課題を平成１９年度中に調査し、内外の大学等との提携を

含め、知的財産教育が広く普及することを促進する。（文部科学省） 

 

③平成１９年度以降も、ポストドクター等の若手研究人材に対してＴ

ＬＯ、大学知的財産本部、大学発ベンチャー、ベンチャーキャピタ

ル等でＯＪＴの研修等を通じて知的財産を事業に結び付けるため

の能力開発を行う取組みを支援する。（文部科学省、経済産業省、

関係府省） 
 

④各大学において、より実践的な研究人材など、知的基盤社会を多様

に支える高度専門人材を産学の協働で育成するため、平成１９年度

も単位認定を前提とした長期インターンシップ体系の構築を支援し、

その普及を促進する。（文部科学省、関係府省） 

 

⑤平成１９年度も引き続き、産官学の連携や相互協力等による知的財

産人材の育成のための取組みを促進する。また、民間機関による知

的財産人材の育成のための研修をはじめ、知的財産に関する研究助

成、表彰など様々な取組みを促す。（文部科学省、経済産業省、関

係府省） 
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Ⅲ．ライフサイエンス分野における知的財産の保護･活用 
 

 

（基本認識） 

ライフサイエンス分野においては、一つの基本特許により製品や方

法を独占できる場合が多く、また、発明から事業化までに長い期間と

リスクの高い大きな投資を必要とするため、特許は研究開発や製品開

発を促進し、その成果をイノベーションにつなげるうえで重要な役割

を果たしている。このため、基本特許につながる基礎的な研究の強化

を前提にしつつ、戦略的な知的財産の権利取得と活用を促進する必要

がある。 

大学等の知的財産活動の観点から見ると、この分野は基本特許につ

ながる発明を選別して特許出願し、国際的に権利取得していく必要性

が高く、有体物の管理・提供業務も増加傾向にある。こうした知的財

産活動を支えていくためには、先端技術と知的財産に精通した専門人

材の育成･確保を含め、大学等の体制整備を支援していく必要がある。 

また、この分野では、研究において使用される遺伝子改変動植物な

どに関する特許の使用の円滑化が喫緊の課題であり、そのための実務

運用の確立が求められているほか、先端技術を適切に保護するために、

特許審査実務の明確化や大学等の研究者等の理解促進が求められて

いる。 

こうした認識に基づき、ライフサイエンス分野における知的財産の

保護･活用を促進するため、以下の施策を講ずることとする。 

 

 

 

1．研究における特許の使用を円滑化する 

 

①「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許（注５）の使用の

円滑化に関する指針」（平成１９年３月１日 総合科学技術会議）

において、指針の普及等のために関係府省が取り組むとされた事項
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（本指針の周知等、研究開発の公募における対応、対価に関する実

務の支援、大学等における体制等の整備、フォローアップ）につい

て、平成１９年度から、本指針やＯＥＣＤガイドラインの考え方の

国際的な普及を含め、各事項の内容に応じて速やかに必要な措置を

講ずる。（総合科学技術会議、文部科学省、農林水産省、厚生労働

省、経済産業省、関係府省） 

 

②リサーチツール特許の使用を促進するため、平成１９年度以降、大

学等や民間企業が所有し供与可能なリサーチツール特許や特許に

係る有体物等について、その使用促進につながる情報（リサーチツ

ールの種類、特許番号、使用条件、ライセンス期間、ライセンス対

価（参考となる過去の対価実績）、支払条件、交渉のための連絡先

等を含む。）を公開し、一括して検索を可能とする統合データベー

スを構築する。（総合科学技術会議、文部科学省、厚生労働省、農

林水産省、経済産業省、関係府省） 

 

③平成１８年５月に策定した「大学等における政府資金を原資とする

研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関す

る指針」及び上記①の指針による効果等を注視しつつ、平成１９年

度以降、大学等や民間企業の試験・研究で用いられる特許権の特許

法上の取扱いについて、国際的な議論の動向や各国の対応等を踏ま

えて検討し、必要に応じて法改正を含めた措置を講ずる。（経済産

業省） 

 

 

2．大学等の体制の強化と人材の育成・確保を図る 

 

①ライフサイエンス分野における知的財産の戦略的な権利取得や活

用のための取組を推進するため、平成１９年度以降、この分野に特

有な問題に対応した知的財産の管理・活用体制を整備するモデルと

なる大学等に対し、先端技術や知的財産の取扱いに精通する専門人

材の育成･確保や体制の整備に必要な支援を行う。（文部科学省） 
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3．有体物の円滑な管理を促進する 

 

①研究開発成果としての有体物の大学等における管理体制やルール

整備等の状況について、平成１９年度中に調査研究を行い、大学等

が有体物を円滑に管理するための参考となる事例等について公表

する。（文部科学省） 

 

②大学等が所有する有体物を海外や国内に提供し、又は受け入れる場

合の契約や手続きに関し、円滑な提供・受入れに資するための留意

事項や参考事例について、平成１９年度中に調査研究を行い、大学

等に周知する。（文部科学省） 

 

 

4．特許の審査基準を明確化する 

 

①ライフサイエンス分野における発明の特許性の判断について、大学

の研究者や知的財産関係者等による理解の促進に資するため、知的

財産高等裁判所の判決を含めた事例集を平成１９年度中に作成し、

公表する。（経済産業省） 

 

②平成１９年度から、大学等の研究者や知的財産関係者を対象として、

ライフサイエンス分野の特許の審査基準や事例集を用いた説明会

を行うとともに、出願人の要望に応じて特許出願の審査を地方で行

う巡回審査を実施する。（経済産業省、関係府省） 

 

③ いわゆる機能性食品等に関連する用途発明について、研究開発の動

向や平成１８年６月の審査基準改訂後の特許出願・審査の状況、国

際的な保護の状況を踏まえ、これらの発明の特許保護のあり方を権

利範囲を含め、平成１９年度中に関係業界と議論を行い、その結果

に応じて必要な方策を講ずる。（経済産業省） 
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④平成１９年度も引き続き、平成１７年４月に改訂された特許審査基

準による医療機器の作動方法及び医薬の投与量･投与間隔等の技術

について運用状況等を注視する。また、平成１９年度以降、先端医

療分野における技術動向やその特許保護に関する国際的な議論の

動向について、継続的な情報の収集、分析に努める。（総合科学技

術会議、経済産業省、関係府省） 

 

 

5．微生物等の寄託制度の運用を円滑化する 

 

①微生物等（動植物の細胞を含む）に関する発明のうち、特許出願の

明細書の記載のみではその微生物等を製造できない場合に微生物

等を寄託する制度について、特許取得のための寄託の要否を明確化

するための事例集を平成１９年度中に作成し、公表する。（経済産

業省） 

 

②特許出願人が寄託した微生物等を寄託機関が他者に分譲する場合

に、分譲を受けた者が当該微生物等を使用するにあたり留意すべき

使用条件等を平成１９年度中に、特許出願人や分譲を受ける者等に

周知する。（経済産業省） 

 

③微生物等の寄託制度の合理的な運用を図るため、平成１９年度から、

海外の寄託制度の運用状況、国際寄託機関として担保すべき要件等

について、制度利用者を含めて調査研究を行い、その結果に応じ可

能な制度整備を行う。（経済産業省） 

 

 

（注５） リサーチツール特許 

この指針では、リサーチツール特許とは、ライフサイエンス分野において研究を

行うための道具として使用される物又は方法に関する特許をいう。（実験動植物、

細胞株、スクリ－ニング方法など） 
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